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団体名 

社)東京都自動車整備振興会 東京都自動車整備商工組合 東京都自動車整備政治連盟 

【要望事項】【要望事項】【要望事項】【要望事項】    

1.1.1.1.地球環境保全の観点から、フロンガス回収・破壊にかかる設備購入の助成地球環境保全の観点から、フロンガス回収・破壊にかかる設備購入の助成地球環境保全の観点から、フロンガス回収・破壊にかかる設備購入の助成地球環境保全の観点から、フロンガス回収・破壊にかかる設備購入の助成並び並び並び並び

にににに登録申請登録申請登録申請登録申請書類等の簡素化書類等の簡素化書類等の簡素化書類等の簡素化を検討されたい。を検討されたい。を検討されたい。を検討されたい。    

《理  由》 

冷蔵庫やカーエアコンに使用されているＣＦＣ１２等のフロンガスは大気中に 

放出されると成層圏にまで達し、そこで強い紫外線を浴び塩素を放出してオゾン 

層を破壊する。このため、地球に降り注ぐ紫外線が増加し「皮膚ガンや白内障の 

増加、免疫機能の低下」など人体への直接的影響のほか作物や生物への悪影響が 

懸念される。 

オゾン層の保護については、国連環境計画を中心として検討を重ね、昭和６３ 

年に具体的に制度化され、ＣＦＣ１２の生産は平成８年までに全滅された。 

しかしながら、カーエアコンのフロン回収・破壊実績は平成１０年で１２％程 

度（下表参照）に過ぎず、自動車が及ぼす環境破壊の見地からも黒煙、ＮＯｘ同 

様、さらなる規制は、止むを得ない。整備業界としても、環境基準の維持を積極 

的に行うことを社会的役割として、今後もより一層の公害の防止に努めていくこ 

とは言うまでもない。 

カーエアコンの修理を行う整備事業者は、規制にともなう回収・破壊処理ルー 

トの確立が求められ、整備事業者が自ら行う場合は、フロン回収機の保有を必要 

とする。ついては、地球環境保全の観点から、フロンガス回収・破壊にかかる設 

備購入の助成を検討されたい。 

機器種類別のＣＦＣ回収率 

機器の種類          回収台数        推定廃棄台数・        回 収 率 

               回 収 量        推定回収可能量 

カーエアコン      １４０ｔ       １,２００ｔ      １２％（量ベース） 

業務用冷凍空調機    ６９０ｔ       １,２３０ｔ      ５６％（量ベース） 

家庭用冷蔵庫      １,２１５千台    ４,１８２千台       ２９％（台数ベース） 

                                     旧環境庁発表（平成１０年度実績） 

また、カーエアコンのフロンガス回収については、本年６月｢特定製品に係る 

フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律｣（平成１３年法律第６４ 

号）が公布され、自動車整備事業者は積極的にフロンの適正回収を行うこととし 

ている。 

 ついては、本法律に基づき、平成十四年四月より第二種特定製品引取業者及び 



第二種特定製品回収業者として都道府県知事の登録を受ける必要が生じるがその 

際、以下の事項について行政措置を講じられたい。 

(1)登録に必要な書類等は必要最小限とされたい。 

(2)自動車整備事業者第二種フロン回収業者の登録を国土交通省を経由して 

行うことが出来るとなっているが、第二種フロン引取業者の登録も同時 

に国土交通省へ提出することが出来ることとされたい。 

(3)フロン回収事業者等の登録については、登録手数料等の徴収をされると 

聞いているが、国土交通省を経由して行う登録については、手数料の減 

免及び事業者団体等からの一括納付を認めていただきたい。 

 

【要望事項】【要望事項】【要望事項】【要望事項】    

2.2.2.2.ディーゼル車等の排ガス対策として点検整備の必要性等を都民広報されたい。ディーゼル車等の排ガス対策として点検整備の必要性等を都民広報されたい。ディーゼル車等の排ガス対策として点検整備の必要性等を都民広報されたい。ディーゼル車等の排ガス対策として点検整備の必要性等を都民広報されたい。    

《理 由》 

  自動車の排出ガス対策の基本は、個々の自動車から排出される汚染物質を極 

力少なくすることにあるが、新型車の排出ガス規制は年々強化されているもの 

の、使用過程車に対しては、基本的に自動車ユーザーの保守管理責任に委ねら 

れている。 

 こうした中、ディーゼル車から排出される粒子状物質や窒素酸化物等の低減 

対策が緊急課題となっており、東京都においてはＤＰＦ等の「排出ガス低減装 

置」の義務付けが検討されている。 

 本会は、こうした状況から「点検整備前後とディーゼル車の黒煙濃度との関 

係」について昨年五月、約２,８００台の車両について調査したところ､点検前 

と点検・整備後の黒煙濃度がほぼ「１４％」改善されたことが確認された。 

（別紙「ディーゼル車に関する黒煙濃度調査結果」参照）。 

 ついては、東京都における深刻な大気汚染状況を踏まえ、的確な点検整備の 

実施による使用過程車の黒煙濃度等低減を図るという観点から、｢点検整備の 

励行」が確保されるよう、東京都自ら都民に向けての積極的な広報活動を推進 

されたい。また、行政、都民、整備事業者、民間団体が一体となり、さらなる 

低減対策を推進する制度を構築されたい。 

なお、最近の政府による一連の規制緩和措置から、自動車の整備・検査制度 

についても車検期間の延長や大幅な定期点検項目の簡素化が行われており、こ 

うした背景からか、整備不良車の増加が懸念されるところであり、積極的な街 

頭検査の実施を検討されたい。 

 

 



【要望事項】【要望事項】【要望事項】【要望事項】    

3.3.3.3.軽自動車納税事務オンライン化を早急に制度化されたい。軽自動車納税事務オンライン化を早急に制度化されたい。軽自動車納税事務オンライン化を早急に制度化されたい。軽自動車納税事務オンライン化を早急に制度化されたい。    

《理 由》  

  自動車税の納税事務については、すでにオンライン化（電子処理化）され、各 

税事務所においても納税証明書の発行を受けることができ、都民の利便が確保さ 

れている。 

 しかし、軽自動車税については、その納税窓口が区市町村であるため、当該軽 

自動車の所轄市町村でないと納税証明書の発行を受けることが出来ない。 

 ついては、都民の利便向上を図るため各区市町村と軽自動車検査協会間のオン 

ライン化を早急に制度化し、検査協会等のいずれの窓口でも納税証明書の発行等、 

納税事務が行い得るよう措置されたい。 


